
２０２４年５月１７日 

 

 
［明石市長への要求書］ 

 
明石市労働組合連合会 

 

 

 

２０２４夏季一時金についての要求書 

 
地方自治の発展のため日夜ご奮闘されていることに敬意を表します。 

 今年の春闘は、大企業中心に昨年を上回る賃金引き上げの回答が目立ちました。

中小企業は、混沌とした世界情勢によるエネルギー及び原材料価格の高騰等で円安

が進み、自治体職員にとっては、生活費補填としての役割を持つ一時金の引き上げ

は、極めて切実な要求となっています。 

 こうした組合員の生活実態を踏まえ、2024年の夏季一時金についての要求書を提

出しますので、貴職の誠意ある回答を求めます。 

 なお、回答については、５月２９日までに文書をもって具体的に提示されるよう

申し入れます。 

 

記 

 

１． 月収の２．６９ヵ月を支給すること。 

２． 会計年度任用職員に対する一時金を正規職員並に支給すること。 

３． 一時金の役職者加算を撤廃し、一律配分に改め増額すること。 

４． 「勤勉手当」への成績率導入は行わず、全額期末手当とすること。 

５． 勤勉手当未支給者に勤勉手当相当分を支給すること。 

６． 労使交渉妥結後、２０２４年６月２８日までに速やかに一括で支払うこと。 


